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○三条市日中一時支援事業実施要綱 

平成18年12月28日 

告示第238号 

改正 平成19年８月10日告示第151号 

平成20年３月21日告示第45号 

平成21年３月31日告示第78号 

平成23年４月１日告示第83号 

平成25年８月６日告示第331号 

平成26年６月25日告示第247号 

平成27年４月１日告示第152号 

平成27年10月１日告示第548号 

平成27年12月28日告示第612号 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。以下「法」という。）第77条に基づく地域生活支援事業として、障が

い者等を一時的に預かる事業を実施することにより、障がい者等に日中活動の場を提供す

るとともに、障がい者等を日常的に介護している家族の支援を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者 

(2) 新潟県療育手帳制度要綱（平成６年障第511号）に基づく療育手帳の交付を受けてい

る者 

(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいの判定を受けた者 

(4) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重症心身障がいの判定を受けた者 

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第５条に規定

する精神疾患を有する者（発達障害者支援法（平成16年法律第167号）第２条第１項に

規定する発達障害を有する者を含み、第３号及び前号に掲げる者を除く。） 

(6) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第４条第１項の政令

で定めるものによる障がいの程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者 
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(7) 前各号に掲げる者のほか当該各号に準ずる障がいを有すると市長が認める者 

（事業の委託） 

第３条 市長は、この事業を円滑に実施するため事業の全部又は一部を適切な事業運営がで

きると認められる社会福祉法人等に委託することができる。 

（利用の申請） 

第４条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、地域生活支援事業利用

申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（利用の決定等） 

第５条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の可否

を決定し、地域生活支援事業利用（決定）通知書（様式第２号）により申請者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、利用を認めた者（以下「利用者」という。）に対して、三条市地域生活支援事

業受給者証（様式第３号。以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

３ 前項の受給者証の有効期間は、利用の決定をした日から起算して１年とする。ただし、

法第19条第１項の規定により介護給付費等の支給決定を受けている者については、法第

23条の規定による有効期間とする。 

（利用の更新の申請） 

第６条 利用者が、前条第３項の有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、当該

有効期間満了前１月以内に市長に申請しなければならない。この場合において、前２条の

規定を準用する。 

（利用の変更の申請等） 

第７条 利用者は、利用の決定の内容に変更があるときは、地域生活支援事業利用変更申請

書（様式第１号）又は受給者証記載事項変更届（様式第４号）に受給者証を添えて市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、変更の可否を決定

し、当該利用者に通知するとともに、当該変更の内容を記載した受給者証を交付するもの

とする。 

（利用の取消し） 

第８条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すこ

とができる。 

(1) この事業の対象者でなくなったとき。 
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(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。 

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。 

（利用の方法） 

第９条 利用者は、市長が指定する事業者に受給者証を提示し、利用の決定の範囲内におい

てこの事業を利用することができる。 

（費用の負担） 

第10条 利用者は、この事業の利用に係る次に掲げる費用の一部又は全部を負担するもの

とする。 

(1) 日中一時支援に要する費用 別表により算定した金額の100分の10の額。ただし、

この事業の利用に係る費用の額が、当該利用者の家計に与える影響その他の事情をしん

酌して市長が別に定める額を超えるときは、別表により算定した金額の100分の10の額

を超えない範囲内で市長が定める額とする。 

(2) 給食サービスに要する費用 別表に定める額 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年10月１日から適用する。 

附 則（平成19年８月告示第151号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、平成19年４月１日以後の利用に係る費用の負担について適用

し、同日前の利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。この場合において、

同日から６月30日までの間において利用した給食サービスの費用の負担については、同

表の２給食サービスに要する費用の表中「16万円」とあるのは、「10万円」とする。 

附 則（平成20年３月告示第45号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の利用に係る費用の負担について適用

し、同日前の利用に係る費用の負担については、なお従前の例による。 
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附 則（平成21年３月告示第78号） 

（施行期日等） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、改正後の三条市日中一時支援事業実施要綱の規定は、

平成20年７月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の三条市日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成20年７月１日以後に利用さ

れた給食サービスに係る費用の負担について適用し、同日前に利用された給食サービスに

係る費用の負担については、なお従前の例による。 

附 則（平成23年４月告示第83号） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年８月告示第331号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成26年６月告示第247号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要

綱による改正後の様式によるものとみなす。 

附 則（平成27年４月告示第152号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の三条市日中一時支援事業実施要綱別表の規定又は第２条

の規定による改正後の三条市障がい者移動支援事業実施要綱別表の規定は、この要綱の施

行の日以後に利用した支援に係る費用の負担について適用し、同日前に利用した支援に係

る費用の負担については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年10月告示第548号） 

この要綱は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月告示第612号） 

この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

別表（第10条関係） 
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１ 日中一時支援に要する費用 

区分 障害支援区分等 利用時間 

4時間未満 4時間以上8

時間未満 

8時間以上 

区分3 障害支援区分5・6 

障害支援区分3（障がい児） 

1,900円 3,790円 5,690円

区分2 障害支援区分3・4 

障害支援区分2（障がい児） 

1,490円 2,980円 4,460円

区分1 障害支援区分1・2 

障害支援区分1（障がい児） 

1,230円 2,460円 3,690円

区分3 

（重心） 

重症心身障がい児（者）医療機関で

ある指定短期入所事業所を利用した

場合 

6,020円 12,040円 18,050円

２ 給食サービスに要する費用 

世帯の区分 利用者負担額 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による

被保護世帯（単給世帯を含む。） 

事業者において提供する給食に要する

費用から300円を控除した額 

(2) 当該年度分市民税非課税世帯 

(3) 当該年度分市民税所得割額16万円未満（給

食サービスを利用する者が障がい児である世

帯にあっては28万円未満）の当該年度分市民税

課税世帯 

(4) (1)、(2)及び(3)以外の世帯 事業者において提供する給食に要する

費用の全額 

備考 ４月１日から６月30日までの間にあっては、「当該年度分」とあるのは「前年度

分」とする。 
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様式第１号（第４条、第７条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

 


